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コーポレートガバナンスコード改定案について

のパブリックコメント
 

コーポレートガバナンスコードの改訂案に対するコメント 

  

原則 1-3 株主総会で相当数の反対があった会社提案議案 

この原則および解釈指針が実効性を有するにはまだ不明瞭なものに留まっている。翌年の株主総会にお

ける株主の権利行使が十分に確保できるように、「取締役会は、翌年の株主総会の 3か月前までに、ど

のような原因究明と対処がなされたか、対処しなかった場合にはその理由を、法定あるいは任意の開示

書類において明らかにすべきである。また株主からの提案議案につき可決には至らなかったものの相当

数の賛成票が投じられた場合も同様である。」と原則に追記あるいは解釈指針を変更すべきである。ま

た「相当数」につき英国のコーポレートガバナンスコードと同様に「20％」基準を示すことが明瞭化に

資する。  

  

原則 4-5 取締役会の役割・責務Ⅳ：サステナビリティを巡る取組み  

解釈指針の第 1段落において、「ISSBが IFRS S2（気候関連基準）を定め、これを受けて日本でもサ

ステナビリティ基準委員会（SSBJ）がサステナビリティ開示テーマ別基準第 2号（気候関連開示基

準）を策定している。気候変動を巡る取組みにおいては、炭素排出削減目標とこれを実現する移行計画

が不可欠であることから、取締役会において脱炭素移行計画を策定し、事業計画の一部となるよう取り

組むべきである。」と追記すべきである。  

  

原則 4-7 任意の仕組みの活用  

取締役会内における任意の委員会は、指名委員会、報酬委員会に限られるべきでない。「脱炭素移行計

画を取締役会レベルにおいて十分に審議して適切に助言し、また脱炭素移行計画の遂行を監督するた

め、社外取締役を主要な構成員とする取締役会内における任意のサステナビリティ委員会を設置して活

用すべきである。」と追記すべきである。  

  

原則 4-9   独立社外取締役の質の確保  

取締役会がサステナビリティ課題に適切に取り組むためには、社外取締役の資質としてサステナビリテ

ィ課題の十分な理解を有することを求め、少なくとも 1名がサステナビリティを専門とする者であるこ

とを明記すべきである。  

  

令和 8年 5月 15日 



 

2 

コーポレートガバナンスコード改定案についてのパブリックコメント 

Classification: Internal 

原則 4-12 独立社外取締役の機能発揮  

独立社外取締役の機能発揮には、取締役会の開催時における審議の充実も重要であるが時間的制約が大

きいことから、取締役会の内部委員会における時間を尽くした審議が機能発揮のために重要である。と

りわけ指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社においては、諸々の広い法定権限を有する監

査委員会および監査等委員会が十分に機能する必要がある。しかるに今回のガバナンスコードの改訂案

においては、監査委員会および監査等委員会が積極的かつ能動的にその役割を果たすべきことを明示す

る原則が欠けており、それを追加的に新たに規定すべきである。  

とりわけ ISSBが IFRS S2（気候関連基準）を定め、これを受けて日本でもサステナビリティ基準委員

会（SSBJ）がサステナビリティ開示テーマ別基準第 2号（気候関連開示基準）を策定したことは、気

候関連のリスクが、重要な財務リスクであることを示している。監査委員会および監査等委員会が気候

関連のリスクの回避において積極的かつ能動的な役割を果たすべきことが監査委員会および監査等委員

会に関する新たな原則において示されるべきである。  

以上 
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